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令和８年度障がい者虐待防止研修の実施について 

 

「令和３年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容（令和３年２月４日：厚生

労働省）」により、令和４年度から「従業者への虐待研修」「虐待防止委員会・虐待防止責任者の

設置」などが義務化された。 

「従事者への虐待研修」については、国として『協議会や基幹相談支援センター等が実施す

る研修に事業所が参加した場合も研修を実施したものとみなす』としていることを受け、主に

独自で研修を行えない事業所向けに、令和３年度から、基幹相談支援センター（区立障がい者

福祉センター）が区と共催し、研修を実施している。 

令和８年度は、対面形式にて以下のとおり実施するほか、オンラインでの受講（オンデマンド

方式）を実施する。 

１ 研修の概要 

タイトル 
障がい者虐待防止研修 

～不適切支援を防ぐための日々の振り返りと支援者目線の見直し～ 

講師 

弁護士 坂本 千花 氏 
坂本千花法律事務所 
板橋区地域自立支援協議会権利擁護部会副部会長 

実施日時 令和８年６月 19日（金） 13時 30分～15時 30分 

開催場所 区立文化会館大会議室 

対象者・ 

参加者数 
対象者：板橋区内の障がい福祉サービス事業者（定員 50名） 

ｵﾝﾗｲﾝ 

受講 
令和 8年９月１日(火)～令和９年 1月 29日(金) 

 

２ 周知方法 

 （１）区ホームページ内、障害者虐待防止法ページへの掲載 

 （２）広報いたばしへ（5月１６日号）の掲載 

 （３）障がい福祉サービス事業者へのチラシ配布 

令和８年５月 27日（水） 資料２ 
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